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資料２

本県におけるアレルギー疾患の医療提供体制について
（イメージ図）

かかりつけ医
（発症早期や軽症患者、病態が安定化し
た患者、治療方針に大きな変化がない患
者等に、定期的な処方、検査等の日常的
診療を行う。）

相談・定期検査
紹介・逆紹介

地域の専門医療機関
（かかりつけ医と連携して、定期的な病態の評
価、標準的な治療では病態が安定化しない患者
等に対する診断、治療、管理を行う。）
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価、標準的な治療では病態が安定化しない患者
等に対する診断、治療、管理を行う。）

アレルギー疾患医療拠点病院
（診断が困難な症例、重症・難治性の患者
の診断、治療、管理を行う。）

アレルギー疾患医療拠点病院
（診断が困難な症例、重症・難治性の患者
の診断、治療、管理を行う。）
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情報共有
受診勧奨

紹介・逆紹介
紹介・逆紹介

人材育成
（研修）

人材育成
（研修）

地域におけるアレルギー疾患対策の実情を継続的に把握し、診療連携体制、情報提供、人材育成等の施策の企画、立案や実施等、
アレルギー疾患対策の推進を図る。

千葉県アレルギー疾患医療連絡協議会

（例）
・アレルギー専門医
教育研修施設
・アレルギー専門医等

かかりつけ医

薬局
（医療機関と連携をとりながら適切な情報提
供・指導を行い、服薬情報や副作用等の情報
を医師へフィードバック等行う。）
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